
瀬戸市告示第８号  

瀬戸市議会３月定例会を次のとおり招集する。  

令和６年２月２日 

瀬戸市長  川 本 雅 之 
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２ 場  所  瀬戸市議会議事堂  
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１ 

 

６年市長提出第１号議案  

   瀬戸市名誉市民の推挙について  

次の者を瀬戸市名誉市民に推挙したい。  

よって、瀬戸市名誉市民条例（昭和３２年瀬戸市条例第２３号）第２条

の規定により、議会の議決を求める。  

  令和６年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

増岡錦也  

 

（推挙理由）  

氏は、平成１１年５月に瀬戸市長に就任し、平成２７年４月までの間、

４期１６年の長きにわたり市政発展に力を尽くされた。 

氏は、市長就任前から、２００５年日本国際博覧会の誘致活動に尽力し、

市長就任後は、同博覧会の推進に全力を傾けられた。平成１１年６月から

は、財団法人２００５年日本国際博覧会協会副会長として、国、県との調

整や市民及び産業界との連携に注力し、同博覧会の成功に寄与した功績は

極めて多大である。  

また、氏は、中心市街地に中核施設となる「瀬戸蔵」や「パルティせと」

を整備するとともに、「せと・まるっとミュージアム構想」を提唱し、地

域資源を活かしたまちづくりを推進された。さらに、道の駅「瀬戸しなの」

をオープンする等、幅広く産業及び観光の振興に寄与した功績は多大であ

る。 

また、氏は、伝統文化であるやきものを通じ、フランスのリモージュ市、



２ 

 

チュニジアのナブール市、韓国の利川市と姉妹都市提携を締結する等、国

際交流の推進に寄与した功績は多大である。  

また、氏は、福祉の向上を重要施策とし、特に子どもたちの健やかな成

長、子育て環境の充実に向けた本市独自の取組として、「発達支援室」や

瀬戸特別支援学校「さくらんぼ学園」を整備する等、福祉の向上に寄与し

た功績は多大である。  

こうした氏の卓越した指導力、実行力は広く県下にも知られ、平成１９

年に愛知県市長会会長に就任し、各市相互の連携と市長会の円滑な運営に

尽力する等、地方行政の推進にも多大なる貢献をされた。  

 以上のように、市政の発展に寄与された氏の功績は誠に顕著である。よ

って、ここに瀬戸市名誉市民として推挙するものである。  



３ 

 

６年市長提出第２号議案  

   市有財産（建物）の無償貸付について  

 次のとおり市有財産（建物）を無償で貸し付けるものとする。  

  令和６年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

１ 無償貸付をする財産  

  建 物  

  名 称  旧古瀬戸小学校 体育館  

  所 在 地  瀬戸市古瀬戸町７０番地 

  構 造  鉄筋コンクリート造２階建て  

  延べ床面積  ６７１平方メートル  

２ 貸 付 の 目 的  旧古瀬戸小学校の建物を活用し、民間事業者に事業

を実施させるため  

３ 貸付の相手方  瀬戸市暁町３番地の１００  

          朝日インテック株式会社  

          代表取締役 宮田昌彦  

４ 貸 付 期 間  令和６年４月１日から令和２６年３月３１日まで  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、旧古瀬戸小学校を民間事業者に活用させること

に伴い、その建物を無償で貸し付けるに当たり、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める

ため必要があるからである。  



４ 

 

６年市長提出第３号議案  

瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正について  

瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関  

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和６年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例  

瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

（平成２７年瀬戸市条例第２９号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

⑸ 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号

に規定する特定個人番号利用事務をいう。 

 

⑹ 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規

定する利用特定個人情報をいう。 

 

（個人番号の利用範囲） （個人番号の利用範囲） 
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第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、

別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄

に掲げる事務、別表第２の第１欄に掲げる機関

が行う同表の第２欄に掲げる事務及び市長又は

瀬戸市教育委員会（以下「教育委員会」という

。）が行う特定個人番号利用事務とする。 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、

別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄

に掲げる事務、別表第２の第１欄に掲げる機関

が行う同表の第２欄に掲げる事務及び市長又は

瀬戸市教育委員会（以下「教育委員会」という

。）が行う法別表第２の第２欄に掲げる事務と

する。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事

務を処理するために必要な限度で利用特定個人

情報であって自らが保有するものを利用するこ

とができる。ただし、法の規定により、情報提

供ネットワークシステムを使用して他の個人番

号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の

提供を受けることができる場合は、この限りで

ない。 

３ 市長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄

に掲げる事務を処理するために必要な限度で同

表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自ら

が保有するものを利用することができる。ただ

し、法の規定により、情報提供ネットワークシ

ステムを使用して他の個人番号利用事務実施者

から当該特定個人情報の提供を受けることがで

きる場合は、この限りでない。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

附 則 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行

の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、

瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例中所

要の事項を改正するため必要があるからである。  



６ 

 

６年市長提出第４号議案  

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について  

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定めるものとする。  

令和６年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例  

 瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年瀬

戸市条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（会計年度任用職員の給与） （会計年度任用職員の給与） 

第３条 第１条の給与とは、フルタイム会計年度

任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、

地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤

務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直

手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタ

イム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末

手当及び勤勉手当をいう。 

第３条 第１条の給与とは、フルタイム会計年度

任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、

地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤

務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直

手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年

度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をい

う。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（期末手当） （期末手当） 

第１７条 ＜省略＞ 第１７条 ＜省略＞ 

 （勤勉手当）  

第１７条の２ 給与条例第２１条の規定は、任期

が６月以上のフルタイム会計年度任用職員につ

 



７ 

 

いて準用する。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項におい

て準用する給与条例第２１条の規定による勤勉

手当の支給について準用する。 

 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬） （パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第２０条 ＜省略＞ 第２０条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 前３項の「基準月額」とは、パートタイム会

計年度任用職員の１週間当たりの通常の勤務時

間が勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務

時間と同一であるとした場合に、その者の職務

の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、

技術及び職務経験等に照らして第４条から第６

条までの規定を適用して得た額に、地域手当に

相当する額を加算した額とする。 

４ 前３項の「基準月額」とは、パートタイム会

計年度任用職員の１週間当たりの通常の勤務時

間が勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務

時間と同一であるとした場合に、その者の職務

の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、

技術及び職務経験等に照らして第４条から第６

条までの規定を適用して得た額とする。 

５ 前項に規定する地域手当に相当する額につい

ては、フルタイム会計年度任用職員に係る地域

手当の例による。 

 

 （期末手当） （期末手当） 

第２６条 ＜省略＞ 第２６条 ＜省略＞ 

 （勤勉手当）  

第２６条の２ 給与条例第２１条の規定は、任期

が６月以上のパートタイム会計年度任用職員

（１週間当たりの勤務時間が短い者として規則

で定める者を除く。以下この条において同

じ。）について準用する。この場合において、

同条第３項中「それぞれその基準日現在におい

て職員が受けるべき給料の月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額」とあるのは、「そ

れぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員

にあっては、退職し、又は死亡した日）以前６

月以内のパートタイム会計年度任用職員として

の在職期間における報酬（フルタイム会計年度

任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を
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除く。）の１月当たりの平均額」と読み替える

ものとする。  

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項におい

て準用する給与条例第２１条の規定による勤勉

手当の支給について準用する。 

 

  

 附  則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、会計年度任用職員に対して勤勉手当の支給を行

う等に当たり、瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

中所要の事項を改正するため必要があるからである。  



 

９ 

 

６年市長提出第５号議案  

   瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと  

する。  

  令和６年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

第１条 瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

戸籍法（昭和２２年法律第２

２４号）第１０条第１項、第

１０条の２第１項から第５項

まで若しくは第１２６条の規

定に基づく戸籍の謄本若しく

は抄本又は同法第１２０条第

１項、第１２０条の２第１項

若しくは第１２６条の規定に

基づく戸籍証明書の交付手数

料 

 

 

＜省略＞ 

戸籍法第１２０条の３第２項

の規定に基づく戸籍電子証明

書提供用識別符号の発行（情

報通信技術を活用した行政の

戸籍電子証明書提供

用識別符号１件につ

き４００円 

種類 金額 

戸籍法（昭和２２年法律第２

２４号）第１０条第１項、第

１０条の２第１項から第５項

まで若しくは第１２６条の規

定に基づく戸籍の謄本若しく

は抄本又は同法第１２０条第

１項若しくは第１２６条の規

定に基づく磁気ディスクをも

って調製された戸籍に記録さ

れている事項の全部若しくは

一部を証明した書面の交付手

数料 

＜省略＞ 

 

 

 

 

 



 

１０ 

 

推進等に関する法律（平成１

４年法律第１５１号）第７条

第１項の規定により同法第６

条第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法（総

務省令で定めるものに限る。

以下この項において同じ。）

により戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行を行う場合（

当該発行に係る戸籍電子証明

書の請求が同条第１項の規定

により同項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法に

より行われた場合に限る。）

における当該発行及び戸籍電

子証明書提供用識別符号の発

行に係る戸籍電子証明書の請

求を行う者が同時に当該戸籍

電子証明書が証明する事項と

同一の事項を証明する戸籍の

謄本若しくは抄本又は戸籍証

明書の請求を行う場合におけ

る当該発行を除く。）手数料 

戸籍法第１２条の２において

準用する同法第１０条第１項

若しくは第１０条の２第１項

から第５項までの規定若しく

は同法第１２６条の規定に基

づく除かれた戸籍の謄本若し

くは抄本又は同法第１２０条

第１項、第１２０条の２第１

項若しくは第１２６条の規定

に基づく除籍証明書の交付手

数料 

 

＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍法第１２条の２において

準用する同法第１０条第１項

若しくは第１０条の２第１項

から第５項までの規定若しく

は同法第１２６条の規定に基

づく除かれた戸籍の謄本若し

くは抄本又は同法第１２０条

第１項若しくは第１２６条の

規定に基づく磁気ディスクを

もって調製された除かれた戸

籍に記録されている事項の全

部若しくは一部を証明した書

＜省略＞ 

 

 



 

１１ 

 

  

戸籍法第１２０条の３第２項

の規定に基づく除籍電子証明

書提供用識別符号の発行（情

報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律第７条第

１項の規定により同法第６条

第１項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法により

除籍電子証明書提供用識別符

号の発行を行う場合（当該発

行に係る除籍電子証明書の請

求が同項の規定により同項に

規定する電子情報処理組織を

使用する方法により行われた

場合に限る。）における当該

発行及び除籍電子証明書提供

用識別符号の発行に係る除籍

電子証明書の請求を行う者が

同時に当該除籍電子証明書が

証明する事項と同一の事項を

証明する除かれた戸籍の謄本

若しくは抄本又は除籍証明書

の請求を行う場合における当

該発行を除く。）手数料 

除籍電子証明書提供

用識別符号１件につ

き７００円 

＜省略＞ 

戸籍法第４８条第１項（同法

第１１７条において準用する

場合を含む。）の規定に基づ

く届出若しくは申請の受理の

証明書、同法第４８条第２項

（同法第１１７条において準

用する場合を含む。）若しく

は第１２６条の規定に基づく

届書その他市長村長の受理し

＜省略＞ 

面の交付手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

戸籍法第４８条第１項（同法

第１１７条において準用する

場合を含む。）の規定に基づ

く届出若しくは申請の受理の

証明書又は同法第４８条第２

項（同法第１１７条において

準用する場合を含む。）若し

くは第１２６条の規定に基づ

く書類に記載した事項の証明

＜省略＞ 



 

１２ 

 

た書類に記載した事項の証明

書又は同法第１２０条の６第

１項の規定に基づく届書等情

報の内容の証明書の交付手数

料 

戸籍法第４８条第２項（同法

第１１７条において準用する

場合を含む。）の規定に基づ

く届書その他市町村長の受理

した書類又は同法第１２０条

の６第１項の規定に基づく届

書等情報の内容を表示したも

のを閲覧に供する事務手数料 

書類又は届書等情報

の内容を表示したも

の１件につき３５０

円 

＜省略＞ 
 

書の交付手数料 

 

 

 

 

戸籍法第４８条第２項（同法

第１１７条において準用する

場合を含む。）の規定に基づ

く書類の閲覧手数料 

 

 

 

 

書類１件につき３５

０円 

＜省略＞ 
 

 備考 ＜省略＞  備考 ＜省略＞ 

第２条 瀬戸市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく浮き屋根式

特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯

蔵所設置許可手数

料 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき１，４５０，０００

円、５，０００キロリッ

トル以上１０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき１，７２０，

０００円、１０，０００

キロリットル以上５０，

種類 金額 

＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく浮き屋根式

特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯

蔵所設置許可手数

料 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき１，１８０，０００

円、５，０００キロリッ

トル以上１０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき１，４１０，

０００円、１０，０００

キロリットル以上５０，



 

１３ 

 

０００キロリットル未満

のときは１件につき１，

９２０，０００円、５

０，０００キロリットル

以上１００，０００キロ

リットル未満のときは１

件につき２，３６０，０

００円、１００，０００

キロリットル以上２０

０，０００キロリットル

未満のときは１件につき

２，７４０，０００円、

２００，０００キロリッ

トル以上３００，０００

キロリットル未満のとき

は１件につき５，６４

０，０００円、３００，

０００キロリットル以上

４００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき７，２４０，０００

円、４００，０００キロ

リットル以上のときは１

件につき８，７９０，０

００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８８条

第１項の規定に基づ

く工作物に関する完

了検査の申請に対す

る審査に係る完了検

査申請手数料又は同

法第１８条第１６項

の規定に基づく工作

物の完了通知に係る

＜省略＞ 

０００キロリットル未満

のときは１件につき１，

５９０，０００円、５

０，０００キロリットル

以上１００，０００キロ

リットル未満のときは１

件につき１，９５０，０

００円、１００，０００

キロリットル以上２０

０，０００キロリットル

未満のときは１件につき

２，２７０，０００円、

２００，０００キロリッ

トル以上３００，０００

キロリットル未満のとき

は１件につき４，５５

０，０００円、３００，

０００キロリットル以上

４００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき５，８２０，０００

円、４００，０００キロ

リットル以上のときは１

件につき７，０７０，０

００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８８条

第１項の規定に基づ

く工作物に関する完

了検査の申請に対す

る審査に係る完了検

査申請手数料又は同

法第１８条第１６項

の規定に基づく工作

物の完了通知に係る

＜省略＞ 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


 

１４ 

 

手数料 

建築基準法施行令第

１３７条の１２第６

項の規定に基づく既

存建築物の敷地と道

路との関係における

制限の適用除外認定

手数料 

１件につき２７，０００

円 

建築基準法施行令第

１３７条の１２第７

項の規定に基づく既

存建築物の道路内に

おける制限の適用除

外認定手数料 

１件につき２７，０００

円 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

（平成２

４年法律

第８４号

）第５３

条第１項

の規定に

基づく低

炭素化の

ための建

築物の新

築等の計

画認定申

請手数料 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５４条

第１項各

号に掲げ

る基準に

適合する

と市長が

定める機

関が認め

た場合又

は当該基

準に適合

すること

を証する

書類とし

て市長が

定めるも

のが添付

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等（共同住

宅、長屋その他の一戸

建て住宅以外の住宅を

いう。以下この部及び

次部において同じ。） 

建築物全体又は複合建

築物（建築物のエネル

ギー消費性能の向上等

に関する法律（平成２

７年法律第５３号）第

１１条第１項に規定す

る非住宅部分（以下こ

の表において「非住宅

部分」という。）及び

住宅部分（以下この表

において「住宅部分」

という。）を有する建

築物をいう。以下この

表において同じ。）の

住宅部分に係るものの

手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

（平成２

４年法律

第８４号

）第５３

条第１項

の規定に

基づく低

炭素化の

ための建

築物の新

築等の計

画認定申

請手数料 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５４条

第１項各

号に掲げ

る基準に

適合する

と市長が

定める機

関が認め

た場合又

は当該基

準に適合

すること

を証する

書類とし

て市長が

定めるも

のが添付

⑴ ＜省略＞  

⑵ 共同住宅等（共同住

宅、長屋その他の一戸

建て住宅以外の住宅を

いう。以下この部及び

次部において同じ。） 

建築物全体又は複合建

築物（建築物のエネル

ギー消費性能の向上に

関する法律（平成２７

年法律第５３号）第１

１条第１項に規定する

非住宅部分（以下この

表において「非住宅部

分」という。）及び住

宅部分（以下この表に

おいて「住宅部分」と

いう。）を有する建築

物をいう。以下この表

において同じ。）の住

宅部分に係るもののう



 

１５ 

 

されてい

る場合（

以下この

表におい

て「低炭

素建築物

基準適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

うち１棟の戸数が１の

ときは１件につき５，

２００円、１棟の総戸

数が２以上５以下のと

きは１件につき１０，

３００円、１棟の総戸

数が６以上１０以下の

ときは１件につき１７

，５００円、１棟の総

戸数が１１以上２５以

下のときは１件につき

２９，１００円、１棟

の総戸数が２６以上５

０以下のときは１件に

つき４８，８００円、

１棟の総戸数が５１以

上１００以下のときは

１件につき８７，３０

０円、１棟の総戸数が

１０１以上２００以下

のときは１件につき１

３８，１００円、１棟

の総戸数が２０１以上

３００以下のときは１

件につき１７４，４０

０円、１棟の総戸数が

３０１以上のときは１

件につき１８６，１０

０円、複合建築物の非

住宅部分に係るものの

うち非住宅部分の床面

積の合計が３００平方

メートル以内のときは

１件につき１０，３０

０円、非住宅部分の床

されてい

る場合（

以下この

表におい

て「低炭

素建築物

基準適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

ち１棟の戸数が１のと

きは１件につき５，２

００円、１棟の総戸数

が２以上５以下のとき

は１件につき１０，３

００円、１棟の総戸数

が６以上１０以下のと

きは１件につき１７，

５００円、１棟の総戸

数が１１以上２５以下

のときは１件につき２

９，１００円、１棟の

総戸数が２６以上５０

以下のときは１件につ

き４８，８００円、１

棟の総戸数が５１以上

１００以下のときは１

件につき８７，３００

円、１棟の総戸数が１

０１以上２００以下の

ときは１件につき１３

８，１００円、１棟の

総戸数が２０１以上３

００以下のときは１件

につき１７４，４００

円、１棟の総戸数が３

０１以上のときは１件

につき１８６，１００

円、複合建築物の非住

宅部分に係るもののう

ち非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以内のときは１

件につき１０，３００

円、非住宅部分の床面



 

１６ 

 

面積の合計が３００平

方メートルを超え１，

０００平方メートル以

内のときは１件につき

１７，９００円、非住

宅部分の床面積の合計

が１，０００平方メー

トルを超え２，０００

平方メートル以内のと

きは１件につき２９，

１００円、非住宅部分

の床面積の合計が２，

０００平方メートルを

超え５，０００平方メ

ートル以内のときは１

件につき８７，３００

円、非住宅部分の床面

積の合計が５，０００

平方メートルを超え１

０，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき１３８，１００円

、非住宅部分の床面積

の合計が１０，０００

平方メートルを超え２

５，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき１７４，４００円

、非住宅部分の床面積

の合計が２５，０００

平方メートルを超える

ときは１件につき２１

８，０００円 

⑶ ＜省略＞  

＜省略＞ ＜省略＞ 

積の合計が３００平方

メートルを超え１，０

００平方メートル以内

のときは１件につき１

７，９００円、非住宅

部分の床面積の合計が

１，０００平方メート

ルを超え２，０００平

方メートル以内のとき

は１件につき２９，１

００円、非住宅部分の

床面積の合計が２，０

００平方メートルを超

え５，０００平方メー

トル以内のときは１件

につき８７，３００円

、非住宅部分の床面積

の合計が５，０００平

方メートルを超え１０

，０００平方メートル

以内のときは１件につ

き１３８，１００円、

非住宅部分の床面積の

合計が１０，０００平

方メートルを超え２５

，０００平方メートル

以内のときは１件につ

き１７４，４００円、

非住宅部分の床面積の

合計が２５，０００平

方メートルを超えると

きは１件につき２１８

，０００円 

⑶ ＜省略＞  

＜省略＞ ＜省略＞ 



 

１７ 

 

＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

１２条第

１項又は

第１３条

第２項の

規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定手

数料 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロに

定める基

準に係る

建築物 

建築物の床面積（特定建

築行為に係る床面積（建

築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律

施行令（平成２８年政令

第８号）第４条第１項に

規定する床面積をいう。

）をいう。以下この部に

おいて同じ。）の合計が

３００平方メートル以上

１，０００平方メートル

以内のときは１件につき

１２１，０００円、建築

物の床面積の合計が１，

０００平方メートルを超

え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き１５９，３００円、建

築物の床面積の合計が２

，０００平方メートルを

超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件に

つき２５７，９００円、

建築物の床面積の合計が

５，０００平方メートル

を超え１０，０００平方

メートル以内のときは１

件につき３３６，８００

円、建築物の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，００

０平方メートル以内のと

きは１件につき４０４，

７００円、建築物の床面

＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第１

２条第１

項又は第

１３条第

２項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能適合性

判定手数

料 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロに

定める基

準に係る

建築物 

建築物の床面積（特定建

築行為に係る床面積（建

築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律施

行令（平成２８年政令第

８号）第４条第１項に規

定する床面積をいう。）

をいう。以下この部にお

いて同じ。）の合計が３

００平方メートル以上１

，０００平方メートル以

内のときは１件につき１

２１，０００円、建築物

の床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え

２，０００平方メートル

以内のときは１件につき

１５９，３００円、建築

物の床面積の合計が２，

０００平方メートルを超

え５，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き２５７，９００円、建

築物の床面積の合計が５

，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メ

ートル以内のときは１件

につき３３６，８００円

、建築物の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のとき

は１件につき４０４，７

００円、建築物の床面積
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１８ 

 

積の合計が２５，０００

平方メートルを超えると

きは１件につき４７４，

８００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

１２条第

２項又は

第１３条

第３項の

規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定変

更手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律施行規則

（平成２８年国土交

通省令第５号）第１

１条の規定に基づく

消費性能確保計画の

軽微な変更に関する

証明書交付手数料 

１件につき床面積の合計

に応じ、建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に

関する法律第１２条第２

項又は第１３条第３項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能適合性判

定変更手数料欄に掲げる

額の２分の１に相当する

額（その額に１００円未

満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨て

て得た額） 

の合計が２５，０００平

方メートルを超えるとき

は１件につき４７４，８

００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第１

２条第２

項又は第

１３条第

３項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能適合性

判定変更

手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律施行規則（

平成２８年国土交通

省令第５号）第１１

条の規定に基づく消

費性能確保計画の軽

微な変更に関する証

明書交付手数料 

１件につき床面積の合計

に応じ、建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関

する法律第１２条第２項

又は第１３条第３項の規

定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定

変更手数料欄に掲げる額

の２分の１に相当する額

（その額に１００円未満

の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てて

得た額） 
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１９ 

 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３４条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画認定申

請手数料 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３５条第

１項各号

に掲げる

基準に適

合すると

市長が定

める機関

が認めた

場合又は

当該基準

に適合す

ることを

証する書

類として

市長が定

めるもの

が添付さ

れている

場合（以

下この表

において

「計画適

合性確認

機関が認

めた場合

等」とい

う。） 

＜省略＞ 

＜

省

＜

省

＜省略＞ 

 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

４条第１

項の規定

に基づく

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

認定申請

手数料 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

５条第１

項各号に

掲げる基

準に適合

すると市

長が定め

る機関が

認めた場

合又は当

該基準に

適合する

ことを証

する書類

として市

長が定め

るものが

添付され

ている場

合（以下

この表に

おいて「

計画適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

＜省略＞ 

＜

省

＜

省

＜省略＞ 
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２０ 

 

略

＞ 

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３６条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画変更認

定申請手

数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

４１条第

１項の規

定に基づ

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

４１条第

２項に規

定する建

＜省略＞ 

略

＞ 

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第３

６条第１

項の規定

に基づく

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第４

１条第１

項の規定

に基づく

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第４

１条第２

項に規定

する建築

＜省略＞ 



 

２１ 

 

く建築物

エネルギ

ー消費性

能基準適 

合認定申

請手数料 

築物エネ

ルギー消

費性能基

準に適合

すると市

長が定め

る機関が

認めた場

合又は当

該基準に

適合する

ことを証

する書類

として市

長が定め

るものが

添付され

ている場

合（以下

この表に

おいて「

基準適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準適合

認定申請

手数料 

物エネル

ギー消費

性能基準

に適合す

ると市長

が定める

機関が認

めた場合

又は当該

基準に適

合するこ

とを証す

る書類と

して市長

が定める

ものが添

付されて

いる場合

（以下こ

の表にお

いて「基

準適合性

確認機関

が認めた

場合等」

という。

） 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 
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＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

 備考  

１から４まで ＜省略＞ 

５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第１２条第１項又は第１３条第

２項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能適合性判定手数料及び同法第１２条第

２項又は第１３条第３項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能適合性判定変更手

数料の部建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号ロに定め

る基準に係る建築物の項金額の欄に定める

手数料について、建築物の用途が工場、危

険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物

の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火

葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場そ

の他これらに類するもの（以下「工場等」

という。）である場合における手数料の額

は、同欄に規定する手数料に係る建築物の

区分にかかわらず、建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第１項第１

号ロに定める基準に係る建築物の区分によ

るものとし、当該手数料に係る床面積の合

計の区分に応じ、同欄に掲げる手数料の額

の２分の１に相当する額（その額に１００

円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てて得た額）とする。 

６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律施行規則第１１条の規定に基づ

く消費性能確保計画の軽微な変更に関する

証明書交付手数料の項金額の欄に規定する

 備考  

１から４まで ＜省略＞ 

５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第１２条第１項又は第１３条第２

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性

能適合性判定手数料及び同法第１２条第２

項又は第１３条第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適合性判定変更手数

料の部建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１項第１号ロに定める

基準に係る建築物の項金額の欄に定める手

数料について、建築物の用途が工場、危険

物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の

増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬

場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その

他これらに類するもの（以下「工場等」と

いう。）である場合における手数料の額

は、同欄に規定する手数料に係る建築物の

区分にかかわらず、建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第１項第１

号ロに定める基準に係る建築物の区分によ

るものとし、当該手数料に係る床面積の合

計の区分に応じ、同欄に掲げる手数料の額

の２分の１に相当する額（その額に１００

円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てて得た額）とする。 

６ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律施行規則第１１条の規定に基づく

消費性能確保計画の軽微な変更に関する証

明書交付手数料の項金額の欄に規定する手
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手数料について、建築物の用途が工場等で

ある場合における当該手数料の額は、同欄

の規定にかかわらず、前項の規定により計

算して得た計画の変更に係る場合の額の２

分の１に相当する額（その額に１００円未

満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てて得た額）とする。 

７ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３４条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合の他の建築物における

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数

料について、当該建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定及び当該他の建築物にお

ける建築物エネルギー消費性能適合性判定

を同様の評価の方法により行う場合の手数

料の額は、この表の建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第３４条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性

能向上計画認定申請手数料の部建築物エネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律第３

５条第１項各号に掲げる基準に適合すると

市長が定める機関が認めた場合又は当該基

準に適合することを証する書類として市長

が定めるものが添付されている場合（以下

この部及び次部において「計画適合性確認

機関が認めた場合等」という。）の款金額

の欄の規定により算出した額とする。 

８ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３４条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合の当該建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の変更に係る他の建築

物における建築物エネルギー消費性能確保

計画の変更に係る建築物エネルギー消費性

能適合性判定手数料について、当該建築物

数料について、建築物の用途が工場等であ

る場合における当該手数料の額は、同欄の

規定にかかわらず、前項の規定により計算

して得た計画の変更に係る場合の額の２分

の１に相当する額（その額に１００円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てて得た額）とする。 

７ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の他の建築物における建

築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

について、当該建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定及び当該他の建築物におけ

る建築物エネルギー消費性能適合性判定を

同様の評価の方法により行う場合の手数料

の額は、この表の建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第３４条第１項の

規定に基づく建築物エネルギー消費性能向

上計画認定申請手数料の部建築物エネルギ

ー消費性能の向上に関する法律第３５条第

１項各号に掲げる基準に適合すると市長が

定める機関が認めた場合又は当該基準に適

合することを証する書類として市長が定め

るものが添付されている場合（以下この部

及び次部において「計画適合性確認機関が

認めた場合等」という。）の款金額の欄の

規定により算出した額とする。 

８ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の当該建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更に係る他の建築物

における建築物エネルギー消費性能確保計

画の変更に係る建築物エネルギー消費性能

適合性判定手数料について、当該建築物エ
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エネルギー消費性能向上計画の認定及び当

該他の建築物における建築物エネルギー消

費性能適合性判定を同様の評価の方法によ

り行った場合の手数料の額は、この表の建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申

請手数料の部の計画適合性確認機関が認め

た場合等の款金額の欄の規定により算出し

た額とする。 

９ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３４条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申

請手数料の部建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３５条第１項各号

に掲げる基準に適合すると市長が定める機

関が認めた場合又は当該基準に適合するこ

とを証する書類として市長が定めるものが

添付されている場合（以下この表において

「計画適合性確認機関が認めた場合等」と

いう。）の項金額の欄⑵に規定する建築物

全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの

の手数料について、次に掲げる場合（複合

建築物の住宅部分に係る申請にあっては、

⑵に掲げる場合を除く。）には、当該手数

料の額にそれぞれ次に定める額を加算す

る。 

  ⑴及び⑵ ＜省略＞  

１０ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３４条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請

手数料の部その他の場合の款建築物省エネ法

基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に

定める基準に係るものの項金額の欄⑵に規定

する建築物全体又は複合建築物の住宅部分に

係るものの手数料について、次に掲げる場合

ネルギー消費性能向上計画の認定及び当該

他の建築物における建築物エネルギー消費

性能適合性判定を同様の評価の方法により

行った場合の手数料の額は、この表の建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３６条第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画変更認定申請手

数料の部の計画適合性確認機関が認めた場

合等の款金額の欄の規定により算出した額

とする。 

９ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画認定申請

手数料の部建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第３５条第１項各号に掲

げる基準に適合すると市長が定める機関が

認めた場合又は当該基準に適合することを

証する書類として市長が定めるものが添付

されている場合（以下この表において「計

画適合性確認機関が認めた場合等」とい

う。）の項金額の欄⑵に規定する建築物全

体又は複合建築物の住宅部分に係るものの

手数料について、次に掲げる場合（複合建

築物の住宅部分に係る申請にあっては、⑵

に掲げる場合を除く。）には、当該手数料

の額にそれぞれ次に定める額を加算する。 

 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

１０ 建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律第３４条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申

請手数料の部その他の場合の款建築物省エ

ネ法基準省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑴に定める基準に係るものの項金額の欄

⑵に規定する建築物全体又は複合建築物の

住宅部分に係るものの手数料について、次
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（複合建築物の住宅部分に係る申請にあって

は、⑵及び⑶に掲げる場合を除く。）には、

当該手数料の額にそれぞれ次に定める額を加

算する。 

   ⑴から⑶まで ＜省略＞  

１１ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手

数料の部に規定する手数料について、建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第３４条第１項の規定による認定の申請に係

る建築物エネルギー消費性能向上計画に同条

第３項各号に掲げる事項が記載されている場

合における当該手数料の額は、当該建築物エ

ネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定

する申請建築物及び他の建築物の各建築物に

ついてそれぞれ別の申請があったものとみな

してこの表によりそれぞれ算出した建築物エ

ネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の

額に相当する額を合算した額とする。 

１２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３６条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申

請手数料の部計画適合性確認機関が認めた場

合等の項金額の欄⑵に規定する建築物全体、

建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部

分に係るものの手数料について、次に掲げる

場合（複合建築物の住宅部分に係る申請にあ

っては、⑵に掲げる場合を除く。）には、当

該手数料の額にそれぞれ次に定める額を加算

する。 

   ⑴及び⑵ ＜省略＞  

１３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３６条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申

請手数料の部その他の場合の款建築物省エネ

に掲げる場合（複合建築物の住宅部分に係

る申請にあっては、⑵及び⑶に掲げる場合

を除く。）には、当該手数料の額にそれぞ

れ次に定める額を加算する。 

   ⑴から⑶まで ＜省略＞  

１１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３４条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数

料の部に規定する手数料について、建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律第３

４条第１項の規定による認定の申請に係る建

築物エネルギー消費性能向上計画に同条第３

項各号に掲げる事項が記載されている場合に

おける当該手数料の額は、当該建築物エネル

ギー消費性能向上計画に係る同項に規定する

申請建築物及び他の建築物の各建築物につい

てそれぞれ別の申請があったものとみなして

この表によりそれぞれ算出した建築物エネル

ギー消費性能向上計画認定申請手数料の額に

相当する額を合算した額とする。 

１２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請

手数料の部計画適合性確認機関が認めた場合

等の項金額の欄⑵に規定する建築物全体、建

築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分

に係るものの手数料について、次に掲げる場

合（複合建築物の住宅部分に係る申請にあっ

ては、⑵に掲げる場合を除く。）には、当該

手数料の額にそれぞれ次に定める額を加算す

る。 

   ⑴及び⑵ ＜省略＞  

１３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請

手数料の部その他の場合の款建築物省エネ法



 

２６ 

 

法基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴

に定める基準に係るものの項金額の欄⑵に規

定する建築物全体、建築物全体及び住戸又は

複合建築物の住宅部分に係るものの手数料に

ついて、次に掲げる場合（複合建築物の住宅

部分に係る申請にあっては、⑵及び⑶に掲げ

る場合を除く。）には、当該手数料の額にそ

れぞれ次に定める額を加算する。 

⑴から⑶まで ＜省略＞  

１４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３６条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申

請手数料の部に規定する手数料について、建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律第３６条第１項の変更の認定の申請に係

る建築物エネルギー消費性能向上計画に同法

第３４条第３項各号に掲げる事項が記載され

ている場合における当該手数料の額は、当該

変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画

に係る同項に規定する申請建築物及び他の建

築物の各建築物（変更がないものを除く。）

についてそれぞれ別の申請があつたものとみ

なしてこの表によりそれぞれ算出した建築物

エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手

数料の額（当該変更により建築物エネルギー

消費性能向上計画に新たに記載される建築物

については、建築物エネルギー消費性能向上

計画認定申請手数料の額）に相当する額を合

算した額とする。 

１５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第４１条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手

数料の部基準適合性確認機関が認めた場合等

の款金額の欄⑵に規定するものの手数料につ

いて、次に掲げる場合には、当該手数料の額

にそれぞれ次に定める額を加算する。 

基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に

定める基準に係るものの項金額の欄⑵に規定

する建築物全体、建築物全体及び住戸又は複

合建築物の住宅部分に係るものの手数料につ

いて、次に掲げる場合（複合建築物の住宅部

分に係る申請にあっては、⑵及び⑶に掲げる

場合を除く。）には、当該手数料の額にそれ

ぞれ次に定める額を加算する。 

⑴から⑶まで ＜省略＞  

１４ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請

手数料の部に規定する手数料について、建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

第３６条第１項の変更の認定の申請に係る建

築物エネルギー消費性能向上計画に同法第３

４条第３項各号に掲げる事項が記載されてい

る場合における当該手数料の額は、当該変更

後の建築物エネルギー消費性能向上計画に係

る同項に規定する申請建築物及び他の建築物

の各建築物（変更がないものを除く。）につ

いてそれぞれ別の申請があつたものとみなし

てこの表によりそれぞれ算出した建築物エネ

ルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

の額（当該変更により建築物エネルギー消費

性能向上計画に新たに記載される建築物につ

いては、建築物エネルギー消費性能向上計画

認定申請手数料の額）に相当する額を合算し

た額とする。 

１５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第４１条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数

料の部基準適合性確認機関が認めた場合等の

款金額の欄⑵に規定するものの手数料につい

て、次に掲げる場合には、当該手数料の額に

それぞれ次に定める額を加算する。 



 

２７ 

 

⑴及び⑵ ＜省略＞  

１６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第４１条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手

数料の部その他の場合の款建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令第１条第１項第

２号イ⑵又は⑶及びロ⑵又は⑶に定める基準

に係るものの項金額の欄⑵及びその他のもの

の項金額の欄⑵に規定するものの手数料につ

いて、次に掲げる場合には、当該手数料の額

にそれぞれ次に定める額を加算する。 

   ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

   ⑴及び⑵ ＜省略＞  

１６ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第４１条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数

料の部その他の場合の款建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条第１項第２

号イ⑵又は⑶及びロ⑵又は⑶に定める基準に

係るものの項金額の欄⑵及びその他のものの

項金額の欄⑵に規定するものの手数料につい

て、次に掲げる場合には、当該手数料の額に

それぞれ次に定める額を加算する。 

   ⑴から⑶まで ＜省略＞  
  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和６年３月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の際現に申請を受理している消防法第１１条第１項前

段の規定に基づく浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋

外タンク貯蔵所設置許可に係る手数料については、なお従前の例による。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平

成１２年政令第１６号）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号

）及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（令和４年法律第

６９号）等の一部改正に伴い、瀬戸市手数料徴収条例中所要の事項を改正

するため必要があるからである。  



２８ 

 

６年市長提出第６号議案  

瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について  

瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和６年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例  

瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成２６年瀬戸市条例第２５号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第３６条 ＜省略＞ 第３６条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用教育を、施設型給付費には特

例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。

）の規定を適用する。この場合において、第６

条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ

。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別

利用教育を提供している施設に限る。以下この

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用教育を、施設型給付費には特

例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。

）の規定を適用する。この場合において、第６

条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第

１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

「利用の申込みに係る法第１９条第２号に掲げ

る小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小
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項において同じ。）」と、「利用の申込みに係

る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ど

も」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９

条第２号に掲げる小学校就学前子ども」と、「

同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「同条第

１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」と、「同

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員」とあるのは「同条第１号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第

１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号

の内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含

む。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ど

も（特別利用教育を受ける者を除く。）」とす

る。 

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」とあるのは「同条第１号又は第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員」とある

のは「同条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員」と、第１３条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同

号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とある

のは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教

育を受ける者を除く。）」とする。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣

府令第３９号）の一部改正に伴い、瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例中所要の事項を改正するた

め必要があるからである。  
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６年市長提出第７号議案  

瀬戸市子ども医療費助成条例の一部改正について  

瀬戸市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。  

令和６年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例  

瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 ＜省略＞ 第２条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ この条例において「保護者」とは、親権を行

う者、未成年後見人その他の者で、現に子ども

を監護するものをいう。 

４ この条例において「保護者」とは、親権を行

う者、未成年後見人その他の者で、現に子ども

（第６項に規定する特定対象者を除く。）を監

護するものをいう。 

５ この条例において「高校生等」とは、子ども

のうち１５歳に達する日の翌日以後の最初の４

月１日から１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者をいう。 

５ この条例において「高校生等」とは、子ども

のうち１５歳に達する日の翌日以後の最初の４

月１日から１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者（次項に規定する特定

対象者を除く。）をいう。 

 ６ この条例において「特定対象者」とは、子ど

ものうち成年に達した者又は婚姻により成年に

達したものとみなされる者をいう。 

（助成の要件） （助成の要件） 

第３条 市は、保護者に対し、その監護する子ど

もに係る医療に要する費用を助成する。 

第３条 市は、保護者に対し、その監護する子ど

もに係る医療に要する費用（高校生等にあって
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は、入院に係るものに限る。）を助成する。 

 ２ 市は、特定対象者に対し、その者に係る医療

に要する費用（入院に係るものに限る。）を助

成する。 

２ 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号

のいずれかに該当するときは、当該子どもに係

る医療に要する費用については、助成しない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、子どもが次の各

号のいずれかに該当するときは、当該子どもに

係る医療に要する費用については、助成しない

。 

⑴から⑶まで ＜省略＞ ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

 ⑷ １５歳に達する日以後の最初の３月３１日

を経過した者のうち、瀬戸市精神障害者医療

費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号

）第３条第１項第１号又は第３号に該当し、

同条例の規定による医療費の助成を受けるこ

とができるものであるとき。 

⑷ ＜省略＞ ⑸ ＜省略＞ 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第４条 市長は、子どもの疾病又は負傷について

、国民健康保険法又は社会保険各法の規定によ

る医療に関する給付が行われた場合において、

当該子どもの疾病又は負傷に係る医療に要する

費用の額から、当該医療に係る国民健康保険法

又は社会保険各法の規定による医療に関する給

付（社会保険各法による付加給付にあっては、

当該給付を含む。）の額及び法令の規定による

国又は地方公共団体の負担による医療に関する

給付の額を控除した額（以下「子ども医療費」

という。）を助成する。 

第４条 市長は、子どもの疾病又は負傷について

、国民健康保険法又は社会保険各法の規定によ

る医療に関する給付が行われた場合において、

当該子どもの疾病又は負傷に係る医療（高校生

等又は特定対象者については、入院に限る。次

項において同じ。）に要する費用の額から、当

該医療に係る国民健康保険法又は社会保険各法

の規定による医療に関する給付（社会保険各法

による付加給付にあっては、当該給付を含む。

）の額及び法令の規定による国又は地方公共団

体の負担による医療に関する給付の額を控除し

た額を子ども医療費として助成する。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（受給者証） （受給者証） 

第５条 第３条に規定する医療に要する費用の助

成の要件に該当する保護者は、当該医療に要す

る費用の助成を受けようとするときは、規則の

第５条 第３条に規定する医療に要する費用の助

成の要件に該当する保護者は、子ども（高校生

等を除く。）に係る医療に要する費用の助成を
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定めるところにより、市長に対し、子ども医療

費受給者証（以下「受給者証」という。）の交

付の申請をしなければならない。 

受けようとするときは、規則の定めるところに

より、市長に対し、子ども医療費受給者証（以

下「受給者証」という。）の交付の申請をしな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、高校生等が、国民

健康保険法若しくは社会保険各法の規定による

保険料（地方税法（昭和２５年法律第２２６号

）の規定による国民健康保険税を含む。）を納

付する義務がある場合又は成年に達した場合は

、当該高校生等が受給者証の交付申請をするこ

とができる。 

 

３ 第３条の規定は、前項の交付申請をした高校

生等について準用する。この場合において、同

条第１項中「保護者に対し、その監護する子ど

も」とあるのは、「第５条第２項の交付申請を

した高校生等に対し、その者」と読み替えるも

のとする。 

 

４ 市長は、第１項及び第２項の交付の申請を受

けたときは、規則の定めるところにより、その

者に対し、受給者証を交付する。 

２ 市長は、前項の交付の申請を受けたときは、

規則の定めるところにより、その者に対し、受

給者証を交付する。 

５ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

（助成の方法） （助成の方法） 

第７条 子ども医療費の助成は、当該子ども医療

費を医療機関等に支払うことによって行う。 

第７条 第４条第１項に規定する子ども医療費（

高校生等又は特定対象者に係る子ども医療費を

除く。）の助成は、当該子ども医療費を医療機

関等に支払うことによって行う。 

 ２ 高校生等又は特定対象者に係る子ども医療費

（入院に係るものに限る。）の助成は、当該高

校生等の保護者又は当該特定対象者の申請に基

づき、当該申請した者に対し支払うことによっ

て行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由

があると認めるときは、受給者に支払うことに

より子ども医療費の助成を行うことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長が特別の理

由があると認めるときは、受給者に支払うこと

により子ども医療費の助成を行うことができる

。 
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附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２ この条例による改正後の瀬戸市子ども医療費助成条例（以下「改正後

の条例」という。）の規定による子ども医療費受給者証の交付及びこれ

に係る手続その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例

の施行の日前においても行うことができる。  

 （経過措置）  

３ 改正後の条例の規定による子ども医療費の助成は、施行の日以後に行

われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関す

る給付については、なお従前の例による。  

（瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部改正）  

４ 瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

 （受給資格者）  （受給資格者） 

第３条 ＜省略＞ 第３条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年

瀬戸市条例第１２号）第４条第１項の規定に

 ⑶ 瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年

瀬戸市条例第１２号）第４条第１項の規定に
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よる子ども医療費の助成の対象となる医療を

受けることができる子ども又は瀬戸市心身障

害者医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例

第２６号）若しくは瀬戸市母子・父子家庭等

医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条例第３

２号）の規定による医療費の助成を受けるこ

とができる者 

よる子ども医療費の助成の対象となる医療（

１５歳に達する日以後の最初の３月３１日を

経過した子ども（第１項第４号に該当する者

を除く。）に係るものを除く。）を受けるこ

とができる子ども又は瀬戸市心身障害者医療

費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２６号

）若しくは瀬戸市母子・父子家庭等医療費助

成条例（昭和５３年瀬戸市条例第３２号）の

規定による医療費の助成を受けることができ

る者 

⑷及び⑸ ＜省略＞  ⑷及び⑸ ＜省略＞ 
  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、子育て世帯の医療費の負担を軽減することによ

り、子どもの福祉の増進を図るため、通院医療費助成の対象年齢を引き上

げるに当たり、瀬戸市子ども医療費助成条例中所要の事項を改正するため

必要があるからである。  
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６年市長提出第８号議案  

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、市

道の路線を次のように認定することについて、同条第２項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和６年２月１３日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之 

路線番号 路 線 名 
起 点 

終 点 

１１２４９ 窯町３０号線 
窯町４４５番１０地先 

窯町４４５番５地先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02470
タイプライターテキスト

02470
タイプライターテキスト

02470
タイプライターテキスト
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窯 町Ⅱ 

ち び っ こ 広 場 

02470
タイプライターテキスト
３６

02470
タイプライターテキスト

02470
タイプライターテキスト

02470
タイプライターテキスト
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６年市長提出第９号議案  

   瀬戸市水道事業の設置等に関する条例及び瀬戸市下水道事業の設置

等に関する条例の一部改正について  

瀬戸市水道事業の設置等に関する条例及び瀬戸市下水道事業の設置等に  

関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

  令和６年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市水道事業の設置等に関する条例及び瀬戸市下水道事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例  

 （瀬戸市水道事業の設置等に関する条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年瀬戸市条例第

３１号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の

８第８項の規定により水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議会の同意を

得なければならない場合は、当該賠償責任に係

る賠償額が、５０万円以上である場合とする。 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の

２第８項の規定により水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議会の同意を

得なければならない場合は、当該賠償責任に係

る賠償額が、５０万円以上である場合とする。 
  

 （瀬戸市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）  

第２条 瀬戸市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年瀬戸市条例第

２２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下
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線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の

８第８項の規定により下水道事業の業務に従事

する職員の賠償責任の免除について議会の同意

を得なければならない場合は、当該賠償責任に

係る賠償額が５０万円以上である場合とする。 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の

２第８項の規定により下水道事業の業務に従事

する職員の賠償責任の免除について議会の同意

を得なければならない場合は、当該賠償責任に

係る賠償額が５０万円以上である場合とする。 
  

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部

改正に伴い、瀬戸市水道事業の設置等に関する条例及び瀬戸市下水道事業

の設置等に関する条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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６年市長提出第１０号議案  

   瀬戸市水道事業給水条例の一部改正について  

瀬戸市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの  

とする。  

  令和６年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

瀬戸市水道事業給水条例（昭和３５年瀬戸市条例第８号）の一部を次の  

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（給水装置の工事の申込み） （給水装置の工事の申込み） 

第９条 給水装置の新設、増設、改造、修繕（法

第１６条の２第３項の国土交通省令で定める給

水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去の工事

（以下「給水装置の工事」という。）をしよう

とする者は、市長の定めるところにより、あら

かじめ市長に申し込み、その承認を受けなけれ

ばならない。 

第９条 給水装置の新設、増設、改造、修繕（法

第１６条の２第３項の厚生労働省令で定める給

水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去の工事

（以下「給水装置の工事」という。）をしよう

とする者は、市長の定めるところにより、あら

かじめ市長に申し込み、その承認を受けなけれ

ばならない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（給水装置の基準違反に対する措置） （給水装置の基準違反に対する措置） 

第４２条 ＜省略＞ 第４２条 ＜省略＞ 

２ 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、

指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工

事に係るものでないときは、その者の給水契約

の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停

止することができる。ただし、法第１６条の２

第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微

２ 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、

指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工

事に係るものでないときは、その者の給水契約

の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停

止することができる。ただし、法第１６条の２

第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微
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な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及

び材質がその基準に適合していることを確認し

たときは、この限りでない。 

な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及

び材質がその基準に適合していることを確認し

たときは、この限りでない。 
  

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、水道法（昭和３２年法律第１７７号）の一部改

正に伴い、瀬戸市水道事業給水条例中所要の事項を改正するため必要があ

るからである。  
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